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第１章 計画策定にあたって 

1.計画策定の趣旨  

本町では、平成 19年 3 月に障害者施策を計画的、総合的に推進するため、5 年間

の障害者施策のあり方を定めた「四万十町障害者計画」と計画的にサービスを提供して

いくため、数値目標を設定し、サービス提供体制の確保の方策を定めた「障害福祉計画」

を策定し、障害のある人もない人も住み慣れた地域で安心して充実した人生を送るこ

とができる社会づくりを進めてきました。  

これらの計画は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)に基づく 「障害者計

画」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法

律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく「障害福祉計画」です。  

その後、「障害福祉計画」については平成 21年 3 月に見直しを行い、「第 2 期障

害福祉計画(平成 21〜23 年度)」を策定しました。そして、平成 24 年 3 月には、平

成23年度末で計画期間の半分をむかえる「障害者計画」の見直し及び平成24年度か

ら平成 26年度までを期間とする「第 3 期障害福祉計画」を策定しました。  

このたび、平成 26年度末で「第 3期障害福祉計画」が終了するため、国や高知県の

障害者施策全般にわたる近年の動向を踏まえながら、「第２期障害者計画」に加筆修正

を行い「第２期障害者計画（改訂版）」とすると同時に、新たに「第４期障害福祉計画」

を策定するものです。  

2.計画の位置づけ  

本計画は、障害者総合支援法第 88条で定める「障害福祉サービスの提供体制の確保

その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する市町村障害福祉計画」として位置

づけられるものです。  

また本計画は、上位計画である「四万十町総合計画」や「四万十町地域福祉計画」と

の整合性を図り、個別計画である「四万十町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」「四

万十町子ども子育て支援事業計画」、その他の関連計画等とも関連して策定されるも

のです。  
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3.計画の期間  

障害者基本法に基づく「障害者計画」は、平成 24 年度から平成 28年度までの 5

年間を計画期間として「第２期障害者計画」が策定されています。今回平成 25 年４月

から施行された障害者総合支援法を加味し一部改訂を加え「第２期障害者計画（改訂版）」

とし計画期間を１年延長し平成 29 年度までとします。 

障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」は、3 年を 1 期(ただし、第 1 期は平成

19 年度から平成 20 年度の 2 年間)としています。  

第 4 期障害福祉計画は、平成 27 年度から 29年度までを計画期間とします。  

 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

      

      

四万十町総合計画 

四万十町地域福祉計画 

 

 
医療・保健・介護・福祉等の相互連携 

四
万
十
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

及
び
介
護
保
険
事
業
計
画 

四
万
十
町
障
害
者
計
画 

障
害
福
祉
計
画 

四
万
十
町
子
ど
も
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

四
万
十
町
健
康
増
進
計
画 

四
万
十
町
地
域
福
祉
活
動
計
画 

四
万
十
町
災
害
時
要
援
護
者 

支
援
全
体
計
画 

第３期障害福祉計画（平成 24〜26 年度） 第４期障害者計画（平成 27〜29 年度） 

   １年延長 第２期障害者計画（平成 24〜28 年度）         →（改訂版） 
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4.計画策定にあたって 

障害者やその家族を含めた当事者の意見や障害福祉サービスを提供する事業者の意

見、また学識経験のある方の専門的な意見等を計画に反映させるため、17 名の委員か

らなる「四万十町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会」を設置し、審議を行いま

した。  

また計画策定の過程では、四万十町障害者自立支援協議会の意見を聴取したほか、住

民参加を積極的に取り入れるために、下記のような方法で、当事者の多様な声の聴取に

努めました。  

(1)障害者計画及び障害福祉計画策定委員の公募 

策定委員を一般公募しましたが、応募者はありませんでした。  

(2)アンケート調査の実施   

①調査対象者  

療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳所持者のうち、四万十町在住で在宅

生活を送っている 65 歳未満の方について原則全数調査を行いました。  

②調査時期 

平成 26 年７月実施  

③回収結果  

対象 対象者数 有効回収数 有効回収率(%) 

65 歳未満 347  177  51.0  

(3)ワークショップの開催 

平成 26 年 10 月に当事者やその家族、支援者等が集まりワークショップ形式で

意見集約を行いました。  

(4)パブリックコメントの実施 

実施時期 平成 27年 1月 

実施方法 ケーブルテレビやホームページを活用して実施しました。  
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第 1 章 計画の基本方針 

1.基本理念（障害者施策における基本的な考え方） 

第２期四万十町障害者計画・第３期障害福祉計画を継承し、「ノーマラ

イゼーション1」の理念のもと、障害のあるなしにかかわらず、誰もがお

互いにその個性を尊重し合いながら、主体的に社会参画できるまちづくり

を目指します。 

そのためには、 

○自己選択・自己決定の原則のなかで、必要な支援を受けながら、安

心して豊かな生活を送ることができる体制づくり 

○地域社会の対等な構成員として、その人が持つ能力を十分発揮しな

がら、積極的に社会参加できる環境づくり 

を進めていくことが必要であると考えます。 

そこで、このまちづくりの方向性を 

「温かな支え合いのなかで、一人ひとりが輝き、

安心して暮らせる共生2のまち 四万十町」 

というキャッチフレーズで表現し、地域全体がこの基本理念を共有しな

がら、その実現に向けた施策展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 ノーマライゼーション：「障害があっても特別に区別されることなく、健常者と均等に当たり前に生活できるような社

会こそが正常（ノーマル）な社会である」という考え方に基づき、その実現に向けて取り組むこと。 
2 共生：相互に利益を与え合いながら一緒に生活していくこと。 

○障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重する「共生社会」の実現を目的に追
加。 

○障害者の定義に、制度や慣行など社会的障壁により日常・社会生活に相当な制限
を受ける状態にあるもの、とする定義を追加。 

○円滑な投票のための投票所の整備や、裁判など司法手続きの際に手話など障害者
の特性に応じた意思疎通の手段を確保することの配慮、関係職員に対する研修な
どを義務づけ。 

○教育について、本人や保護者に対し、「十分な情報を提供し、可能な限りその意
向を尊重しなければならない」と規定。 

○東日本大震災で障害者に避難情報が伝わらなかったケースを踏まえ、防災・防犯
について必要な施策を講じることを義務づけ。 

 

改正障害者基本法の主なポイント 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
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2.基本目標 

基本理念に基づき、「温かな支え合いのなかで、一人ひとりが輝き、安心

して暮らせる共生のまち 四万十町」の実現に向け、本計画においては、下

記の３つの基本目標を掲げ、障害のある人の自立を支えるまちづくりを目指

します。 

 

基本目標１ お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 

さまざまな交流や学習機会を通じて、障害や障害のある人に対する理解

を促進するとともに、障害のある人の地域生活を支えるボランティアの育

成、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化3を推進し、地域の人々すべ

てが、一人ひとりの個性や違いを尊重し合いながら、お互いを思いやり、

ともに支え合う地域社会づくりを目指します。 

 

 

基本目標２ 地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

障害のある人やその家族等の悩みや要望、提案などの声を聞き、ニーズ

を的確に把握しながら、サービス提供体制の確保や質の向上を進めます。

また、生涯を通じて一貫したきめ細かな支援ができるよう、関係分野及び

関係機関の総合的な連携のもとに支援体制の充実を図るとともに、権利擁

護の推進に努め、地域で安心して暮らしていくことのできる地域社会づく

りを目指します。 

 

 

基本目標３ 心豊かな暮らしをもたらす社会参画の促進 

一人ひとりがその能力を伸ばし、発揮しながら地域社会の一員として貢

献することができ、その人の意向に応じて積極的に社会参加することがで

きる環境づくりを推進し、意欲と生きがいに満ち、心豊かに暮らしていく

ことのできる地域社会づくりを目指します。 

                                            
3 バリアフリー化：高齢者や障害のある人等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的・精神的な障壁を取り

除くための施策。 
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3.施策体系 

基本目標の実現に向け、各分野及び関係機関等と連携を図りながら、効果

的で効率的な施策展開を図ります。 

 

 

 
基本目標１ お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 

基本目標２ 地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

基本目標３ 心豊かな暮らしをもたらす社会参画の促進 

主要施策 1-1 相互理解の促進 

主要施策 1-2 ボランティア活動の促進 

主要施策 1-3 福祉のまちづくりの推進 

主要施策 1-4 災害時対策の充実 

主要施策 2-1 在宅生活支援の充実 

主要施策 2-2 日中活動の場の充実 

主要施策 2-4 経済的支援の周知 

主要施策 2-3 生活の場の確保 

主要施策 2-5 相談支援の充実 

主要施策 2-6 保健・医療の充実 

主要施策 3-1 療育・教育体制の充実 

主要施策 3-2 雇用促進と就労支援の充実 

主要施策 3-3 移動・コミュニケーション支援の充実 

主要施策 3-4 スポーツ・文化活動の促進 

主要施策 3-5 障害者団体の育成・支援 

主要施策 2-7 権利擁護の推進 
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第 2 章 施策の展開 

基本目標１ お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 

主要施策１-１ 相互理解の促進 

 現況と課題 

障害に対する理解促進に向けて、町広報やケーブルテレビ等でサービ

スや制度の周知を行い、また、障害者週間には四万十ふくしフェアを開

催するなど、意識啓発活動を進めています。 

障害のある人が地域で自立した暮らしをしていくためには、障害のあ

る人を支える地域の理解が必要となることから、今後も引き続き、ノー

マライゼーションの理念や共生に対する理解を深めていく取り組みに、

力を入れていかなければなりません。 

施策の方向性 

障害の特性や配慮について知ってほしいことなどを集約し、町民に周

知するとともに、福祉教育など障害に対する理解促進に向けた取り組み

を推進します。さらには障害のある人同士あるいは障害の有無に関わら

ず、交流促進を図っていきます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

町広報等での意識啓発 広報づくりのための研修を進め、広報内容の充実を図り

ます。アンケート結果の公表やノーマライゼーションの

理念等についての記事を掲載し、町民に対する意識啓発

を行います。 

各種イベントへの参加促進 町内外で実施されるスポーツ大会や各種レクリエーショ

ンにおいて、障害のある人も気軽に参加できるような配

慮や支援を行い、さまざまな人が交流できる場の創出に

努めます。 

町職員に対する研修 

 

町職員の障害に対する理解に向けた研修を、職員研修担

当部局の協力のもとに進めます。 

福祉教育の推進 関係機関との連携を図り、地域や教育現場での福祉教育

の推進に努めます。 
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主要施策１-２ ボランティア活動の促進 

 

 現況と課題 

ボランティア活動においては、各地域でボランティア連絡協議会等が

組織され、福祉イベントや障害のある人に対する支援活動が行われてい

ます。 

精神障害者に対するボランティア活動では、自発的活動支援事業を通

じて精神障害者ボランティア団体等による啓発イベントや研修など各種

活動が活発に行われています。 

 

施策の方向性 

ボランティア活動が活発に行われるよう、障害のある人のニーズの把

握に努めながら、活動の場や機会の確保、ボランティア養成講座の開催

等により、町民が気軽に参加できる環境づくりに努めます。 

 

 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

自発的活動支援事業（H25〜）

（地） 

精神障害者の社会復帰に向けた活動に対する情報提供や

精神障害者に対するボランティア活動に対する支援を、

社会福祉協議会やボランティア連絡協議会と連携して行

います。 

ボランティア講座等の開催及

び参加促進 

ボランティア養成講座や手話講座などを実施します。ま

た、関係機関と連携し、県や社会福祉協議会等が実施す

る各種講座等の周知を積極的に行います。町外のボラン

ティア団体との交流を通じて情報交換を行い、内容の充

実を図ります。 

※（地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策１-３ 福祉のまちづくりの推進 

 

 現況と課題 

障害のある人が地域で安心して暮らし、積極的に社会参加していくこ

とができる環境づくりの推進にあたっては、ハード・ソフト両面のバリ

アフリー化に向けたアプローチが必要です。 

ハード面のバリアフリー化については、ハートビル法4に基づき、誰も

が利用しやすい公共空間の整備を進めていますが、必ずしも十分整備さ

れているとはいえない状況です。アンケート調査でも、外出時に困るこ

ととして、「交通機関が利用しにくい」、「建物の段差や階段」、「歩道の段

差や障害物」、「外出先のトイレが利用しにくい」と回答した人の割合が

高くなっており、外出先でのバリアフリー化に不備があることの指摘が

挙げられています 

平成23年度には窪川街分地区、また平成24年度には大正地区、十和

地区を対象にバリアフリーチェックを行い、四万十町バリアフリートイ

レマップづくりを進めてきました。今後もさらに、障害のある人にやさ

しいバリアフリー化を町内全体に推進していく必要があります。 

 

施策の方向性 

すべての人が使いやすいユニバーサルデザイン5の視点に立って、障害

のある人等の声を取り入れながら、公共空間のバリアフリー化を推進し

ていくとともに、地域生活の拠点となる住環境の改善に努めます。 

また、町民に対して広くバリアフリー化の意義や大切さの理解促進を

図り、障害のある人が安心して暮らし、外出できる生活環境づくりを進

めるため、ハード・ソフト両面におけるバリアフリー化を町内全体に推

進していきます。 

 

 

                                            
4 ハートビル法：「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称で、平成 6

年に制定された法律。 
5 ユニバーサルデザイン：年齢や性別、文化の違いや障害の有無にかかわらず、誰もが使いやすい製品設計。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

公共施設及び道路等のバリア

フリー化の推進 

集会所等多くの人が利用する公共施設や道路について、

段差の解消や歩道の確保、障害者トイレの整備などのバ

リアフリー化を推進します。 

公営住宅整備事業 

 

障害のある人や高齢者が居住する町営住宅の建設に際し

ては、バリアフリー化を推進します。既存の町営住宅に

おいては、バリアフリーの視点で、必要に応じ住宅改造・

改修を図ります。 

学校施設のバリアフリー化の

推進 

関係機関との連携強化のもと、障害者用トイレやエレベ

ーターの設置、段差の解消など、学校施設のバリアフリ

ー化を推進します。 

バリアフリー化に関する啓発 

 

障害のある人が外出しにくい環境をつくらないよう、町

民に対する啓発を行うなど、バリアフリー化を推進しま

す。 

住宅改造支援事業 介護の必要な重度の身体障害児・者が、住宅において安

全かつ健やかな生活を送るために必要な既存住宅の改造

費用を助成します。 

住宅改修費給付事業（地） 
身体障害児・者が、室内外における移動や、浴室、トイ

レ等の使用を容易にするための用具の購入や改修に要す

る費用の一部を助成します。 
 

※（地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策１-４ 災害時対策の充実 

 

 現況と課題 

東日本大震災の発災から４年を迎えようとしています。衝撃的な映像

の記憶が徐々に薄れ、アンケート調査の結果においても現れ災害に対す

る不安の記述が少なくなっています。 

一方対策としては、災害対策基本法が改正され避難行動要支援者名簿

の作成や避難支援等関係者への名簿情報提供、個別避難計画の策定など

が義務づけられました。これらの対策が有効に機能するためには、障害

当事者が名簿への掲載を同意することからはじまり、地域の共助力によ

って災害時に配慮の必要な隣人に対し支援を行える「優しい地域づくり」

が欠かせません。 

地域包括支援センターでは、見守り等が必要な一人暮らしの高齢者や

障害のある人等に対し、地域住民同士による声かけや見守り活動の実施、

災害時の安否確認等の支援を行うネットワークづくりに取り組んでいま

す。また、自主防災組織等による災害時要援護者の把握や、避難・救出

等の訓練も行われています。 

今後も、さらに迅速な初期活動が行われるよう、関係機関と連携しな

がら、緊急時の通報や避難体制を強化していくことが必要です。 

 

施策の方向性 

東日本大震災の教訓を踏まえ、今後も、災害時等に援助が必要な障害

のある人等について地域全体で見守り、助け合う体制の強化を図ってい

くとともに、地震災害の基礎知識等の理解促進や防災知識の普及啓発に

積極的に取り組みます。 

また、関係機関との連携体制を強化し、個人情報の保護に配慮しなが

ら、いざという時の初期活動が円滑に行われる体制づくりを推進すると

ともに、避難所における障害のある人の受け入れ体制の整備に努めます。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

災害時要援護者の把握 地域包括支援センターや消防署、自主防災組織等との連

携を強化しながら、災害時に援護が必要な障害のある人

等の状況の把握に努めます。 

災害時要援護者対策 災害時要援護者台帳システムを導入し、個別支援計画を

作成するとともに、災害時の情報の伝達方法の仕組みづ

くりを進めていきます。 

施設における防災対策の促進 

 

社会福祉施設等に対し、防災設備の整備や施設入所者の

避難対策を講じるよう指導します。 

避難所における障害者受け入

れ体制の整備 

災害時に障害のある人が安心して避難所で過ごすことが

できるよう、関係機関と連携しながら、必要な医療体制

や介護体制を整備します。また、災害時要援護者のため

の福祉避難所は、現在、町内に４か所となっています。

H26年度末には全部で８カ所になる見込みですが、今後

も必要に応じて、受け入れ可能な施設を検討します。 
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基本目標２ 地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

主要施策２-１ 在宅生活支援の充実 

 

 現況と課題 

障害のある人が地域で安心した暮らしを営んでいく上で、在宅生活を

支える各種サービスの充実は欠かせません。利用実績はやや減少傾向に

ありますが、アンケート調査でも、訪問系サービス、居住系サービス、

地域生活支援事業などのサービスを約7～8割の人が、「いつか利用した

い」サービスとしてあげており、今後、ニーズが増加してくるものと思

われます。 

特に、身体介護や家事援助といった居宅介護等については、障害者や

介護者の高齢化に伴ってその需要が増加すると見込まれることから、提

供体制の充実を図る必要があります。 

また、障害者の短期入所については、町内及び近隣市町の事業所にお

いて対応するなど、提供体制についてはほぼ確保できていると思われま

すが、一方で緊急時の受け入れの検討が必要です。 

今後は、地域生活支援事業として位置づけられた「日中一時支援事業」

とあわせ、障害者の在宅生活を支える家族や介助者に対する支援のさら

なる充実を図っていく必要があります。 

 

施策の方向性 

障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等が追加されました。在

宅生活を支える居宅介護等について、それぞれの障害特性を理解したヘ

ルパーの確保・養成と、サービス提供体制の確保に努めます。 

また、介護している家族等の緊急時や一時的な休息に対応できるよう、

障害者を一時的に預かる場の充実を図り、在宅生活を支援します。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

食の支援対策 

 

調理が困難な一人暮らし等の障害のある人に対し、配食サー

ビスも含め、食の支援対策のあり方の検討を進めていきま

す。 

居宅介護等（自） 自宅での入浴・排せつ・食事等の身体介護や、洗濯・掃

除等の家事援助、通院等の移動介護などを行います。 

訪問入浴サービス（地） 

 

家族または介護者による入浴が困難な在宅の身体障害者

を対象に、訪問入浴車により居宅を訪問し、入浴介護サ

ービスを提供します。 

短期入所（自） 

 

障害者支援施設やその他の施設で、短期間、入浴、排せつ、

食事等の介護や日常生活上の支援を行います。 

日中一時支援事業（地） 

 

障害者の日中における活動の場を確保し、家族の就労や

日常的に介護している家族の一時的な休息を支援しま

す。 

日常生活用具給付事業（地） 

 

障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具等

を給付します。 

補装具費の支給（自） 

 

身体障害者（児）を対象に、身体機能を補うための補装

具の交付または修理に要する費用を負担します。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

 （地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策２-２ 日中活動の場の充実 

 

 現況と課題 

障害のある人が、地域でその人らしく主体的に豊かな生活を送るため

には、地域でいきいきと過ごすことのできる日中活動の場が重要な役割

を果たすことから、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提供

体制を確保していく必要があります。 

通所サービスについては、３障害に対応した生活介護サービス提供事

業所（オイコニア）、就労継続支援A型事業所（しまんと創庫）や、就労

継続支援B型事業所（由菜の里・あさぎり・やまびこ）によるサービス提

供を実施してきました。通所介護事業所（緑林荘・さくら貝・リブート）

も基準該当事業所として登録し、利用希望者への対応を行っています。 

また、障害のある人の集う場所として「あったかふれあいセンター」、

「障害者憩いの場ほっとサロン」などの日中活動の場の充実に努めてい

ます。 

 

施策の方向性 

介護保険サービス提供事業者と連携し、基準該当サービスの登録制度

を活用することにより、利用者が主体的に選択し、身近な場所で必要な

サービスが適切に提供される体制の充実に努めます。 

また、障害のある人の日中活動の場として、今後も、「あったかふれあ

いセンター」、「障害者憩いの場ほっとサロン」などの活動の充実に努め

ていきます。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

生活介護（自） 

 

地域や入所施設で安定した生活を営むことができるよ

う、福祉施設で食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活

上の支援、創作活動等の機会の提供を行います。 

自立訓練（機能訓練）（自） 

 

地域生活を営む上で必要となる身体機能や生活能力の維

持・向上を図るため、理学療法や作業療法等の身体的リ

ハビリテーションや日常生活上の相談支援等を行いま

す。 

自立訓練（生活訓練）（自） 

 

地域生活を営む上で必要となる生活能力の維持・向上を

図るため、食事や家事等の日常生活能力を向上するため

の支援や、日常生活上の相談支援等を行います。 

療養介護（自） 

 

医療機関への長期入院による医学的管理のもとに、食事

や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行

います。 

生活訓練等事業（地） 

 

障害のある人の日中活動の場として、調理教室や創作的活

動、野外活動等を実施し、社会参加と交流促進を図ります。

また、今後も新規利用者の拡大に取り組んでいきます。 

地域活動支援センター事業

（地） 

地域で生活する障害のある人の日中活動の場として地域

活動支援センターにおいて、利用者の状況に応じて創作

的活動や生産活動の機会を提供します。 

あったかふれあいセンター事

業 

拠点施設として、障害のある人の日中の居場所や就労支

援、相談支援を推進していきます。また、町民の身近な

地区でのサテライト事業を展開していきます。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

 （地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策２-３ 生活の場の確保 

 

 現況と課題 

施設に入所している障害者の家族に対するアンケート調査によると、

今後の暮らし方の希望として、ほとんどの人が継続して入所することを

希望しています。こうした現状を踏まえ、「施設から地域へ」を基本的な

方向としながら、グループホーム等も含め、支援の必要な人が安心して

暮らしていくことのできる生活の場を確保していかなければなりません。 

平成26年12月末現在、障害者支援施設オイコニアには、22名が入所

し生活の場としているほか、町外の入所施設に35名が入所しています。

また、グループホームに42名が入居しています。 

施策の方向性 

支援の必要な人が施設を生活の場として適切に利用できるよう、経過

的措置の制度について周知していきます。 

また、地域での暮らしを希望する人が生活の場として利用できるグル

ープホーム等については、ニーズを把握しながら地域生活移行の実現に

向け、町内に設置できるよう積極的に取り組んでいきます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

地域生活移行支援 

 

生活の場を施設や病院等から地域へ移行できるように、

関係機関が集まって、具体的に話し合いを進めていきま

す。 

グループホーム（自） 

 

グループホームの町内への設置について、積極的に取り

組んでいます。家事等の日常生活上の支援や日常生活に

おける相談支援、日中活動で利用する事業所等の関係機

関との連絡・調整などを行うとともに、食事・入浴・排

せつ等の介護を行います。 

施設入所支援（自） 

 

夜間に介護が必要な人、通所が困難な自立訓練、就労移

行支援の利用者に対し、夜間における入浴、排せつ等の

介護や日常生活上の相談支援等を行います。 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 
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主要施策２-４ 経済的支援の周知 

 

 現況と課題 

アンケート調査で、現在悩んでいることや相談したいことについてみ

ると、自分の健康や治療のこと（34.7％）に次いで生活費など経済的な

こと（24.3％）と２番目に多く、また、生計を支える収入源は「年金・

手当」が主であり、将来への不安を感じている人が多くいます。 

現在、手帳交付時において、特別障害者手当等の各種手当や障害年金、

各種割引制度や税等の減免について、該当すると思われる人に対して説

明や手続きの取り扱い、担当窓口への紹介等を行っていますが、今後も、

周知と制度の利用促進を図っていく必要があります。 

 

施策の方向性 

各種手当や障害年金、各種割引制度、税等の減免制度等について、適

切に利用できるよう、引き続き制度の周知と利用促進を図ります。 

 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

各種手当の周知及び手続き 

 

特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・

高知県重度心身障害児療育手当について、制度の紹介及

び申請手続きを行います。 

各種割引及び減免制度に関す

る情報提供 

公共交通機関等の各種割引制度や税・利用料等の減免制

度等について、さまざまな機会や媒体を通して周知し、

利用促進を図ります。 

心身障害者扶養共済制度 

 

保護者が一定の掛金を納付することにより、保護者が死

亡または重度の障害になった場合に、障害児・者に終身

一定の年金が支給される制度について、制度の紹介及び

加入・支給等の手続きを行います。 

 

 

 

 



-20- 

主要施策２-５ 相談支援の充実 

 

 現況と課題 

障害全般の相談窓口としては、本庁・大正・十和両地域振興局（旧総

合支所）、しまんと町社協相談支援事業所、指定相談支援事業所オイコニ

アがあり、相談業務を実施しています。また相談内容により必要に応じ

て専門機関につなげるなどの対応を行ってきました。 

また、民生・児童委員や障害者相談員も身近な相談窓口として相談に

応じているほか、より専門的なケースにおいては、療育福祉センターや

福祉保健所が実施している巡回相談・嘱託医相談（県事業）等により対

応しています。 

今後も、町が相談支援事業の実施主体として３障害に対応した長期的

な相談支援を行うことが必要となることから、専門職の確保及び職員の

さらなる専門性の向上が課題となるほか、本庁・地域振興局及び関係機

関との連携体制を強化していく必要があります。 

 

施策の方向性 

制度の改正に伴い計画相談ニーズが増加することが見込まれています。

こうした環境変化への対応と、障害の状態に応じた、きめ細かく、質の

高い相談支援体制を確保するために、町直営で基幹相談支援センターの

設置を検討し、相談支援専門員や理学療法士、保健師等、専門職の連携

のもと、適切なケアマネジメント6の実施できる体制整備に努めます。 

    さらに、自立支援協議会を中心に、地域の関係機関と連携しながら、

広報・啓発活動、相談窓口の充実・周知など一般相談支援事業の充実を

はかります。 

 

  

                                            
6 ケアマネジメント：地域にあるサービスを有効に活用できるよう、本人の意向を尊重しながら、福祉、保健、医療、

教育、就労等におけるニーズとさまざまなサービス提供主体をつなぎ、調整すること。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

相談支援事業（地） 

 

積極的に適切な情報を提供できるよう、対応する職員等

の専門性の向上を図ります。 

相談支援事業所の設置 

 

基幹相談支援センターの設置を検討し、町内の資源を活

用した相談支援体制の拡充を図ります。 

広報・啓発活動 広報・ケーブルテレビ・機関紙等により、情報の周知を

充実させるとともに、「四万十ふくしフェア」を自立支援

協議会が中心となって実施するなど、広報・啓発活動を

行います。 

相談窓口の充実・周知 相談業務に従事する職員の資質向上を図り、関係機関と

の連携を強化し、顔の見える関係づくりに努めていきま

す。また、相談窓口について、一覧表の活用等により、

住民への周知を進めます。 

自立支援協議会（地） 

 

相談支援事業の適切な運営と、困難事例への円滑な対応、

地域の関係機関の連携体制の構築等を推進します。 

民生・児童委員 地域福祉の担い手として、障害のある人をはじめさまざ

まな支援を必要とする住民へのきめ細やかな相談・支援

活動を行います。 

身体障害者・知的障害者相談

員 

障害のある人の更生援護に関する相談に応じ、必要な指

導を行います。 

 

※（地）障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策２-６ 保健・医療の充実 

 

 現況と課題 

現在、母子保健として保健師が新生児を全戸訪問し、発達状態や家庭

の状況についての把握及び育児支援を行っています。また、乳幼児に対

する健康診査や訪問指導を実施し、運動機能や視聴覚障害、発達障害や

精神発達の遅れなどについて、適切な指導・助言に努めるとともに、必

要に応じて療育福祉センターや児童相談所等の専門機関につなげていま

す。児童虐待についても、保育所や教育委員会等と連携しながら情報共

有し、「子ども支援ネットワーク」等において対応しています。 

成人保健においては、障害の原因となる疾病の予防や早期発見に向け

た健康診査や保健指導、健康教育を実施しています。 

精神保健については、事業所や家族会等との定期的な情報交換、訪問

による病状把握や生活状況等の確認及び対応を行い、必要に応じて医療

機関をはじめ、関係機関と連携をとり、支援を行っています。 

いのちの大切さの啓発やうつ病の予防については、「いのち大切・ここ

ろ健康」事業を通し、啓発活動に取り組んでいます。 

課題としては、産科・小児科・精神科医療機関の不足も指摘されてお

り、その対策が求められています。 

施策の方向性 

今後も乳幼児に対する健康診査や訪問指導、発達相談などの保健業務

を実施し、障害の早期発見に努めるとともに、保護者等に対して障害に

関する知識の習得や理解の促進を図ります。 

また、関係機関と密に連携し、それぞれの障害種別や状況、ライフス

テージ7に応じた適切な療育が受けられる体制づくりに努めるとともに、

必要な医療が受けられるよう、自立支援医療をはじめとする各種医療制

度や医療機関等について広報紙やホームページ等で周知していきます。 

さらに、精神障害者の社会的入院の軽減のためにも、医療機関と連携

しながら、地域においてさまざまなケースに対応できる体制の強化を図

るとともに、生活の場となるグループホームの設置に向けて積極的に取

り組んでいきます。 

課題としている専門医療機関の不足については、広域的な連携のもと

に充実を図るように努めていきます。 

                                            
7 ライフステージ：年齢の段階。人生のある時期。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

乳幼児健康診査 

 

乳幼児期において健康診査を実施し、疾病の早期発見、

早期治療を図ります。 

新生児・乳幼児訪問 

 
すべての新生児に対し、保健師等が訪問し、児の発達や

家庭の状況把握及び育児支援を行います。また、支援が

必要な乳幼児や健診未受診者等に対する訪問も行いま

す。 

こどもの発達相談 身体発達・発育に支援が必要な児、その保護者を対象に

早期療育へのつなぎや育児支援を行います。 

育児相談 

 

子育てについての悩みや発達等に対し保健師等が相談に

応じます。 

健康診査（成人） 疾病の早期発見に努め、健康状態の把握をすることで自

らの健康管理を促進します。特に受診率の低い40・50

歳代の受診を勧めます。 

健康教育（成人） 

 

健康に関する正しい知識の習得と生活習慣病の予防に向

けた教室を開催します。 

家庭訪問 家庭を訪問し、病状や治療、生活状況等を確認するとと

もに、必要に応じて医療機関や福祉サービス等につなげ

ます。 

精神障害者嘱託医相談 「嘱託医相談」（県事業）を活用し、精神科受診のきっか

けづくりや家族等への助言を行い、適切な精神科医療の

活用を図るとともに、医師等との検討会を通し、支援者

の技術向上を図ります。 

自殺予防・うつ病予防事業 「いのち大切・こころ健康」事業を通じ、いのちの大切

さや心の健康についての啓発を継続するとともに、相談

支援体制の強化を図ります。 

自立支援医療（自） 

 

身体障害の更生に必要な医療や精神疾患の治療を受ける

ための医療について、医療費の一部を助成します。手続

きや制度の内容についての理解・活用促進を図ります。 

福祉医療 

 

重度の障害のある心身障害児・者を対象に、医療費にか

かる保険給付の自己負担分について助成を行います。 

腎臓機能障害者通院費助成 

 

町外の医療機関で月８回以上通院し透析療法を受けてい

る人に対して通院に要する費用の一部を助成します。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 
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主要施策２-７ 権利擁護の推進 

 

 現況と課題 

権利擁護に向けた取り組みについては、高知県社会福祉協議会が行っ

ている「日常生活自立支援事業」の利用促進、支援のほか、成年後見制

度についてもポスターやパンフレットの配置等により、その周知及び利

用促進に努めています。 

今後は、こうした制度のさらなる活用を促進しながら、障害のある人

の権利擁護に向けた体制づくりを一層進めていく必要があります。 

 

施策の方向性 

平成24年度より「日常生活自立支援事業」については高知県社会福祉

協議会から委託を受け、しまんと町社会福祉協議会が実施することから、

より身近で利用しやすい制度となることが期待されます。引き続き成年

後見制度についてもその周知や利用促進を図ります。 

また、関係機関との連携を強化しながら、さまざまな場面での権利侵

害や虐待（身体的・精神的・経済的等）の防止に努めます。 

 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

成年後見制度の周知 

 

障害のある人の人権や財産を守る成年後見制度につい

て、その有効性や手続き方法などを広く広報・啓発し

ます。併せて、専門職と連携した利用促進、支援の取

り組みの強化を図ります。 

日常生活自立支援事業 認知症がある高齢者や知的障害者・精神障害者など自

己決定能力の低下した人の金銭管理や福祉サービス利

用を支援します。平成24年度より、しまんと町社会福

祉協議会が実施主体となり、より身近で連携がとれた

事業展開を図ります。 

関係機関による情報共有 

 

障害のある人の権利擁護・人権侵害に関する情報につ

いて、関係機関の連携による情報共有ネットワークづ

くりを進めます。 

障害者虐待防止センターの設置 障害者虐待対応の窓口等となる障害者虐待防止センタ

ーを設置し、四万十町健康福祉課が窓口等の機能を果

たしています。 
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基本目標３ こころ豊かな暮らしをもたらす社会参加の促進 

主要施策３-１ 療育・教育体制の充実 

 

 現況と課題 

支援の必要な児童生徒への特別支援教育を効果的に実施していくため

には、できるだけ早期に、一人ひとりの状態を把握し、関係機関との連

携による適切な支援を行うことが重要となります。 

現在、就学前において保育所や保健師等と連携、情報共有しながら教

育相談を実施しています。また、就学指導委員会において就学指導を行

っています。 

学校においては、特別支援教育学校コーディネーターが中心となって

校内研修や特別支援教育と障害者理解に向けた取り組みを推進していま

す。 

アンケート調査では、保育士や教職員の障害への理解と状態に応じた

指導が求められており、発達障害等も含め、特別支援教育に関する教職

員の資質及び指導力の向上に向けた取り組みをより一層推進するととも

に、児童生徒同士の障害の理解促進に努め、地域で暮らしていくことの

できる環境づくりを進めなければなりません。 

 

施策の方向性 

特別支援教育の推進にあたり、特別支援教育学校コーディネーターを

中心に、教職員の資質向上に向けた取り組みを充実させるとともに、保

育所・学校側の受け入れ体制の充実に努めます。 

また、かねてよりの課題である、幼保・小・中学校や特別支援学校、

関係機関との適切な連携による情報共有のためにも、高知県が作成した

「つながるノート」などの普及と活用を図り、児童生徒一人ひとりの教

育的ニーズを把握しながら、障害のある子どものライフサイクルを見据

えた一貫した教育相談支援体制の構築に努めます。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

就学指導委員会 

 

児童生徒のうち障害があり、特別な支援を必要とする人

を対象に、就学指導を行います。 

教育相談 

 

主に就学に対し不安のある幼児・児童生徒を対象に、教

育関係機関が巡回し、相談を実施します。 

障害児保育の充実 

 

障害のある子どもを支援するため、保育所における受け

入れ体制を充実していきます。また、職員研修の実施に

より、指導力の向上に努めます。 

校内研修 

 

特別支援教育を学校全体で進めるため、全教職員が障害

を理解するための研修を定期的に行います。 

特別支援教育学校コーディネ

ーター 
特別支援教育を推進するため、学校内及び関係機関との

連絡調整を行い、連携協力の体制整備を図ります。 

障害のある人への理解を深め

るための授業の実施 
児童生徒の障害理解を促進するため、授業等において人

権教育を進めます。また、専門の指導者等による教育福

祉人材交流研修を年１回実施します。 

「つながるノート」の普及と

活用 
高知県が作成した「つながるノート」を活用し、一貫し

た支援のための情報共有の仕組みを作ります。 
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主要施策３-２ 雇用促進と就労支援の充実 

 

 現況と課題 

一般就労については、ハローワークなどが主体となり、雇用の底上げ

や職場適応への支援などが行われています。 

町役場での法定雇用率は現在、2.37％となっており、目標は達成され

ています。 

アンケート調査によると、日中の活動として「会社や自宅で働いてい

る」と回答した人は27.2％にとどまっています。悩み事や相談したいこ

とに仕事や就職のことと回答した人が14.5％いて、経済的支援の充実や

職場での理解や障害者雇用の拡大が求められています。 

福祉的就労の場としては、就労継続支援A型事業所として「しまんと創

庫」、就労継続支援B型事業所として窪川地域に「あさぎり」と「由菜の

里」、大正地域に「やまびこ」が運営されています。しかし、限られた交

通手段のなかでは事業所に通所できない場合があり、課題となっていま

す。 

施策の方向性 

町役場の法定雇用率は達成しましたが、今後も行政自らが障害のある

人の雇用に努めるとともに、非常勤職員や臨時職員としての任用を推進

します。 

また、関係機関と連携し、各種適応支援制度の活用を促進しながら、

職業リハビリテーション8の充実及び民間企業に対する働きかけを行い、

障害のある人の就業の拡大に向け、就業生活支援センター等を活用して

職場定着の促進と支援を図ります。 

福祉的就労の場については、就労継続支援事業の充実を図り、一般企

業に勤めることが困難な人の就労の場の確保と交通手段についても検討

していきます。また、特別支援学校卒業者の就労について支援を図りま

す。 

一方で、就労継続支援事業所にも、独自の製品開発や、公的な場に商

品のPRをするなど新たな企業努力も求められています。 

                                            
8 職業リハビリテーション：障害のある人に対して職業指導、職業訓練、職業紹介等の支援を行い、職業生活における

自立を図ること。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

就労移行支援（自） 

 

事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場

探し、就労後の職場定着などの支援等を行います。（利用

期間24か月以内） 

就労継続支援（Ａ型）（自） 

 

通所により、雇用契約に基づき就労の機会を提供すると

ともに、一般就労への移行に向けた必要な支援・指導等

を行います。 

就労継続支援（Ｂ型）（自） 

 

通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、

一般就労への移行に向けた必要な支援・指導等を行いま

す。 

町内事業所の連携・協働 商品の共同開発、事業所製品の利用促進について連携・協働

していきます。 

ハローワーク等との連携強化 

 

障害者雇用に関する情報共有や事業者に対する理解促進

に向け、定期的に情報交換をするなどハローワーク等と

のさらなる連携強化を図ります。 

各種制度の利用促進 

 

ジョブコーチ支援9やトライアル雇用10をはじめ、職業能

力開発・訓練にかかる各種制度や事業主に対する各種助

成についての周知に努め、利用促進を図ります。 

更生訓練費（地） 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している障

害者で、利用負担額の生じない人及びこれに準じる人に

対し、訓練内容から必要と認められる訓練のための経費

及び通所のための経費の給付を行い、社会復帰を促進し

ます。 

施設入所者就職支度金給付事

業（地） 

旧法身体障害者施設にて入所・通所による更生訓練を終

了し、また就労移行支援事業・就労継続支援事業を利用

し、就職または自営により自立した人に対し、就職支度

金を支給します。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

 （地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 

 

                                            
9 ジョブコーチ支援：知的障害者及び精神障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチ（職場適応援助者）

を派遣し、きめ細かな人的支援を行います。 
10 トライアル雇用：障害者試行雇用事業。短期の試行雇用の形で受入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけ

をつくり、一般雇用への移行を促進する事業。 
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主要施策３-３ 移動・コミュニケーション支援の充実 

 

 現況と課題 

移動支援としては、障害者総合支援法により、地域生活支援事業の必

須事業として移動支援事業及び給付事業での同行援護が位置づけられた

ほか、福祉タクシー・バス事業、自動車運転免許取得・改造助成事業等、

障害者福祉としての外出支援事業等を実施していますが、広大な面積を

持つ本町では、移動手段がない人に対する支援の充実が求められていま

す。こうしたなか、「四万十町生活交通再編基本方針・行動計画」に基づ

き、十和地域から順次交通弱者の生活に必要な移動手段の確保等を目的

に公共交通の再編が行われています。 

コミュニケーション支援についても、地域生活支援事業の必須事業と

して位置づけられており、担い手となる手話通訳者や要約筆記者の育

成・確保に努めていかなければなりません。 

 

施策の方向性 

移動支援については、地域生活支援事業により社会参加を支援するた

めガイドヘルパーの派遣及び給付事業での同行援護についてサービス提

供体制の充実に努めます。 

また、「四万十町生活交通再編基本方針・行動計画」に基づき十和地域

からはじまった、交通弱者の生活に必要な移動手段の確保等を目的とし

た公共交通の再編を、今後も全町再編に向け段階的に進めていきます。

さらに、公共交通の充実を図っても、停留所まで行けない人も多く、公

共交通の再編と併せて具体的な施策の検討を進め、移動手段の確保に努

めていきます。 

コミュニケーション支援については、手話通訳者及び要約筆記者の派

遣事業を聴覚障害者協会等の団体に委託し、提供体制の確保を図るとと

もにサービスを担う人材の育成に努めます。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

福祉タクシー・バス事業 

 

80歳以上のみで構成された世帯、1級または2級の身体障

害者手帳所持者、A１またはA2の療育手帳所持者、1級ま

たは2級の精神障害者保健福祉手帳所持者のいずれかに該

当し、移動が困難な人に対して、福祉タクシー・バス利用

券を交付します。 

移動支援事業（個別支援型）

（地） 

屋外での移動が困難な障害者を対象にガイドヘルパーを

派遣し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会

参加のための外出を支援します。 

同行援護（自） 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対

し、移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援を行

います。 

自動車運転免許取得・改造助

成事業（地） 

障害者が社会参加のために運転免許を取得する場合、ま

た、自らが所有し運転する自動車を改造する場合、その費

用の一部を助成します。 

手話通訳者・要約筆記者派遣 

（地） 

聴覚障害のある人を対象に、手話通訳者や要約筆記者を派

遣するとともに、人材の養成を図るための体制整備を図り

ます。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

（地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策３-４ スポーツ・文化活動の促進 

 

 現況と課題 

県などが主催するスポーツ大会には、障害者連盟加入者や町内の施設

利用者などが参加していますが、未加入者や施設を利用していない人は

参加しておらず、誰もが気軽に参加できるよう情報提供及び参加支援を

していく必要があります。 

障害のある人が地域のさまざまな余暇活動等に参加することは、その

人の健康の維持や生きがいをもたらし、生活を豊かにしていく上で大き

な役割を果たすことから、今後も、各種イベントに気軽に参加でき、文

化や芸術に触れることのできる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

施策の方向性 

ボランティアグループ等と連携しながら、障害のある人が気軽に参加

できるよう運営方法に配慮しつつ、ニーズに応じたスポーツ大会やイベ

ント、各種講座等の開催とその情報提供に努め、参加を働きかけます。 

また、障害者団体によるスポーツ・レクリエーションイベントやサー

クル活動の促進、障害のある人のスポーツ・レクリエーション活動を支

える指導者・ボランティアの育成を推進します。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

スポーツ大会・イベント等へ

の参加促進 

県が主催するスポーツ大会をはじめ、各種大会・イベン

ト等について周知するとともに、気軽に参加できるよう

支援します。 

ニーズに応じた各種講座の開

催 

障害のある人やその家族等のニーズの把握に努めなが

ら、参加しやすい講座の開催に努めます。 

文化施設等の料金割引 

 

障害者が気軽に文化・芸術に触れる機会を持つことがで

きるよう、文化施設・体育施設の割引についての拡充を

図ります。 

活動を支えるボランティア等

の育成・確保 

障害のある人のスポーツ・文化活動を支えるボランティ

ア等について、養成講座や広報による呼びかけ等により、

育成・確保に努めます。 
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主要施策３-５ 障害者団体の育成・支援 

 

 現況と課題 

本町には、障害者やその家族の団体として「四万十町障害者連盟」や

「知的障害者保護者会愛逢クラブ」、、「精神障害者家族会」等が活動して

おり、各種研修会や交流活動を通じ、当事者や家族の悩みの解消や情報

交換などを行っています。 

本町では、こうした団体に対し、各種制度の説明会や講演会の実施、

団体主催のイベント等への協力等を行っています。 

 

施策の方向性 

今後も、活動資金の助成や説明会・講演会の実施、各種イベントにお

ける協力などを通じて団体の自主的な活動を支援し、さまざまな交流活

動や社会参加活動への参加を促進します。 

また、障害者施策を推進していく上で情報共有を図ったり、障害のあ

る人が意見を出しやすい話し合いの場を設けたりするなど、当事者の意

向を組み入れた事業実施や協働による施策の推進に努めます。 

 

 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

障害者団体への支援 

 

障害者団体の活動を支援するために補助金を支給しま

す。 

障害者団体の活動支援 

 

障害者団体等が主催する各種イベント等に協力し、自主

的な活動を支援します。 

障害者団体等との情報共有 

 

障害者施策について障害者団体等と情報を共有し、協働

することにより、障害者施策を推進します。 
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第 3 章 計画の推進に当たって 

（１）計画の推進体制の確立 

障害者計画の推進にあたっては、自立支援協議会を中心にして、関係機関等との連

携・協力のもとに、計画を推進していきます。また、自立支援協議会で、計画の全体

的な実施状況の点検・評価と進行管理を行っていきます。 

 

（２）専門従事者の育成・確保 

障害のある人の健康維持、機能回復、生活支援等に従事する専門的な人材を広域的

な連携のもとに確保し、資質の向上に努めていきます。 

また、分野・組織を越えた研修会や交流会の開催などを通じて、障害のある人に関

わる専門従事者間の連携の強化を図ります。 

 

（３）行政職員の資質向上 

各種研修の充実及び参加促進などを通じ、行政職員の障害のある人への理解と人権

意識・福祉意識の向上を図り、複雑・多様化しつつある施策ニーズに対し、柔軟に対

応できる庁内体制の強化に努めます。 

 

（４）財源の確保 

計画の推進に必要な財源を確保するため、町においては、効果的、効率的なサービ

ス提供に努めるとともに、適正な利用者負担の設定等に取り組みます。あわせて、国

や県に対し各種財政的措置を講じるよう要請していきます。 

 

（５）相談支援体制の充実 

自立支援給付に位置づけられる計画相談・地域相談、地域支援事業に位置づけられる

相談支援事業を総合的にサポートする「基幹相談支援センター」を直営で実施できるよ

う検討を進めます。それに伴い、町内で既存の相談支援体制資源の役割分担を明確にし

有効活用しながら全町的な相談支援体制の拡充を図ります。 
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第 1 章 障害者総合支援法の施行 

平成 25 年４月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）が施行されました。（一部は平成 26 年４月施

行）これに伴い、障害者の対象拡大やサービス内容の拡充が図られています。 

（１）障害者総合支援法の基本理念 

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会

参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよ

う、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念としています。 

（２）障害者総合支援法のポイント 

① 障害者の範囲に難病等が追加され、身体障害者手帳の所持の有無にか

かわらず、市町村において必要と認められた障害福祉サービス等が利

用できる。（25 年４月施行） 

② 「障害程度区分」を、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて

必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」

に変更（26 年４月施行） 

③ 重度訪問介護や地域移行支援の対象の拡大、ケアホームをグループホ

ームに一元化（26 年４月施行） 

④ 地域生活支援事業の追加（25 年４月施行） 

（３）サービスの体系 

障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別

されます。 

●自立支援給付 

介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」、地

域生活への移行などの支援を行う「地域相談支援給付」は、利用者などから

の申請により認定や決定を経てサービスが行われます。 
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●地域生活支援事業 

市町村の創意工夫により、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応

することが求められる成年後見制度利用支援、意思疎通支援、移動支援、地

域活動支援センターなどの事業があります。 

 

 



-38- 

第 2 章 障害福祉をめぐる状況と今後の課題 

1.障害のある人等の状況 

 (1)障害者手帳所持者数の推移  

 平成21年度から平成25年度における各種障害手帳所持者の推移をみると、全体

の所持者数は、増減しながらも減少傾向にあります。  

（人） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２5 年度 

身体障害者手帳 1,415 1,406 1,396 1400 1,388 

療育手帳 152 157 161 161 168 

精神障害者 

保健福祉手帳 

63 53 57 60 67 

合計 1,630 1,616 1,614 1,621 1,623 

 

 (2)身体障害者手帳所持者数の推移  

 平成21年度から平成25年度における身体障害者手帳所持者の推移をみると、各

年度により増減を繰り返しています。障害の種類別では内部障害が増加傾向となっ

ています。  

 また、平成 21 年度から平成 25年度までの年齢 2 区分別でみると、それぞれ減

少傾向にありますが、児と者の割合には、ほぼ変化がありません。  

（人） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２5 年度 

視覚障害 109 106 105 102 97 

聴覚障害 106 102 102 100 98 

言語障害 10 11 10 9 9 

肢体障害 872 857 854 854 852 

内部障害 318 330 325 335 332 

 

（人） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２5 年度 

18 歳以上（者） 1,402 1,391 1,381 1,386 1,377 

18 歳未満（児） 13 15 15 14 11 
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 (3)療育手帳所持者数の推移  

 平成 21 年度から平成 25 年度における療育手帳所持者の推移をみると、全体的に

増加傾向にあります。障害の程度別にみると、A(重度)が最も多く、4 割以上を占め

ています。  

 また、平成 21 年度から平成 25年度までの年齢 2 区分別でみると、18 歳未満の

児童、18 歳以上もともに増加傾向となっています。  

（人） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２5 年度 

A1 18 20 20 21 21 

A2 32 35 35 36 38 

B1 66 66 68 66 64 

B2 35 36 38 38 45 

合計 152 157 161 161 168 

 

（人） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２5 年度 

18 歳以上（者） 137 139 145 143 145 

18 歳未満（児） 15 18 16 18 23 

 

 (4)精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移  

 平成21年度から平成25年度における精神障害者保健福祉手帳所持者の推移をみ

ると、増減はあるものの全体に増加の傾向にあります。特に 2級の所持者数が増加

しています。  

（人） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２5 年度 

１級 3 2 3 3 4 

２級 53 42 48 48 56 

３級 10 9 6 9 7 

合計 63 53 57 60 67 
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2.平成 26 年度までの目標達成状況 

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 平成 26 年度末の施設入所者数は 57人であり、基準日(平成 17年 10 月 1 日)

からの地域生活移行数は５人で、当初目標の 21人を下回り、達成できていません。

また施設入所者数は、基準日の 63 人に対し、１人(1.6%)の削減となっています。  

福祉施設の入所者の地域生活への移行  

区分  人数  備考  

平成 17 年 10 月 1 日時点の施設入所者数

【基準値】  
63 人 

 

平成 26 年度の施設入所者  57 人 平成 26 年度末見込数 

目標値 

平成 26 年度末 

地域生活移行 21 人 3 割以上 

削減見込 △7 人 国指針 10%以上 

平成 26 年度末見込の施設入所者  57 人 
*平成 25 年度 54 人 

*平成 24 年度 53 人 

実績値 

平成 26 年度末 

地域生活移行 ５人 (7.9%)   

削減見込 △１人(1.6%)   

 

 (2)入院中の精神障害者の地域生活への移行 

 入院中の退院可能入院者のうち平成 26 年 2月 28 日現在の地域生活への移行者

数は３人であり、目標値に対して 25％の達成率となっています。 

入院中の退院可能精神障害者の地域生活移行の目標 

区分  人数  備考  

計画当初時点の退院可能入院者数 14 人 県調査による 

目標値  計画期間内に入院から地域生活への移行者数  12 人 H18〜26 年度の延べ人数 

実績値  現在の移行者数 ３人    
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 (3)福祉施設からの一般就労への移行 

 平成 26 年度の目標値として４名の移行を掲げていました。現在までに３名が一般

就労に移行しましたが目標は達成できていません。  

福祉施設からの一般就労への移行  

区分  人数 備考  

平成 17 年度の一般就労移行者数【基準値】 0 人  

目標値  平成 26 年度の一般就労への移行者数  ４人 基準値の 4倍 

実績値  現在の一般就労への移行者数 ３人 平成 26 年度末現在 
平成 24 年度実績２人  

※ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優

先調達推進法)の施行に伴い、四万十町障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作

成しました。 
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3.障害福祉サービスの利用実績 

(1)訪問系サービス 

居宅介護等の訪問介護系サービスは、利用人数も利用時間も計画を下回っています。  

同行援護は、計画値はありますが利用実績はありませんでした。 

サービス種別  単

位  
実利用人数  単位  利用時間 ／月 

平成24

年度  
平成

25 年

度  

平成 26

年度 (見

込み) 

平成

24 年

度  

平成25

年度  
平成

26 年

度(見込

み)  

居宅介護、

重度訪問介

護、行動援

護、重度障

害者等 包

括支援 

計画値  人  24  25  26 時間  347  358  369 

実績値  人  12 16 18  時間  151 192 205 

達成率  %  50 64 69.2  %  43.5 53.6 55.6 

同行援護  計画値  人  ３ ４  ５ 時間  ６  ８  10  

実績値  人  0 0 0  時間  0 0 0 

達成率  %  0 0 0 %  0 0 0  

合計  計画値  人  27 29  31  時間  353  366  379  

実績値  人  12 16 18  時間  151 192 205 

達成率  %  44.4 55.2 58.1 %  42.8 52.5  54 
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(2)日中活動系サービス 

生活介護では、平成 24年度に対して平成 26 年度は利用人数と利用日数ともに増

加しています。療養介護は、利用日数が計画値を大きく上回っています。 また、短期

入所では、利用人数・利用日数ともに増加していますが、利用日数に関しては計画値

を下回っています。 

自立訓練(機能訓練)は、計画期間に最大３人の利用者を想定していましたが、平成

24 年以降１人で推移しています。一人当たりの利用日数はほぼ計画通りです。また

自立訓練(生活訓練)でも、平成 24 年度から年毎に 1 人ずつの増加となり、計画値を

大きく上回っています。 

就労移行支援では、H24 年に１名の利用がありました。就労継続支援(A 型)の利

用者は減少傾向。一方で就労継続支援(B型)は、利用者が増加傾向にあり、ほぼ計画

通りに推移しています。 

サービス種別  単位 

実利用人数 

単位 

利用日数（人日／月） 

平成 24

年度  

平成 25

年度  

平成 26

年度(見込

み)  

平成 24

年度  

平成 25

年度  

平成 26

年度(見込

み)  

生活介護  

計画値  人 75 73  71 日 1,644 1,600  1,556  

実績値  人 71  69  72  日 1,283  1,387  1,419  

達成率  % 94.7  94.5  101.4  % 78  86.7  91.2  

療養介護  

計画値  人 
   

日 6 5 5 

実績値  人 
   

日 21 21 21 

達成率  % 
   

% 350 420 420 

短期入所  

計画値  人 15 16 17 日 110 117 124 

実績値  人 18  21  22  日 28  68  56  

達成率  % 120  131.3  129.4  % 25.5  58.1  45.2  

自立訓練 

(機能訓練)  

計画値  人 0  0  3  日 0  0 66  

実績値  人 1  1  1  日 23  21  21  

達成率  % -  -  33.3  % -  -  31.8  

自立訓練 

(生活訓練)  

計画値  人 1  0  0  日 8  0  0  

実績値  人 22  23  24  日 214  218  230  

達成率  % 2200  -  -  % 2675  -  -  

就労移行支

援  

計画値  人 1  1  1  日 22  22  22  

実績値  人 1  0  0  日 22  0  0  

達成率  % 100  0  0  % 100  0  0  

就労継続支

援 (A 型)  

計画値  人 25  25  23  日 389  389  363  

実績値  人 21  19  18  日 412  326  351  

達成率  % 84  76  78.3  % 105.9  83.8  96.7  

就労継続支

援 (B 型)  

計画値  人 67  68  68  日 1,040  1,062  1,076  

実績値  人 68 72  73  日 1,141  1,155  1,225  

達成率  % 101.5  105.9  107.4  % 109.7  108.8  113.8  
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(3)居住系サービス 

共同生活援助・共同生活介護(平成 26年度から共同生活援助・グループホームへ一

元化)の実績は、計画で見込まれたほど増えていません。 

施設入所支援は、概ね計画に沿った利用人数となっています。  

サービス種別  単位 平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

共同生活援助・  

共同生活介護  

計画値  人 50  58  58  

実績値  人 45  44  44  

達成率  % 92  75.9  75.9  

施設入所支援  

計画値  人 59  58  57  

実績値  人 53 54  57  

達成率  % 89.8  93.1  100  

(4)相談支援(サービス等利用計画作成) 

相談支援(サービス等利用計画作成)では、平成 24 年度の利用人数は 0 人でしたが、

平成 25 年度には 23 人となりました。H26 年度の見込みは 16 人で計画値の半分程

度です。地域移行支援は利用実績が無く、地域定着支援は 1人の利用となっています。 

サービス種別  単位 平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

計画相談支援  

計画値  人 25 人／月  27 人／月  30 人／月  

実績値  人 0  23  16  

達成率  % 0  85.2  53.3  

地域移行支援  

計画値  人 ４人  ４人  ４人  

実績値  人 0  0  0  

達成率  % 0  0  0  

地域定着支援  

計画値  人 ４人  ８人  12 人  

実績値  人 0  1  1  

達成率  % 0  12.5  8.3  
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4.地域生活支援事業の利用実績  

(1)理解促進研修・啓発事業 

項目変更にともない、平成 25 年度から地域活動支援事業に位置づけられました。 

平成 25 年度、26 年度ともに実績はありません。 

事業名  
 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

理解促進・啓発事業  実績値  - 無 無 

注:計画値・達成率はありません。 

 (2)自発的活動支援事業 

 項目変更にともない、平成 25年度から地域活動支援事業に位置づけられました。 

平成 25 年度から実施しています。 

事業名  
 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

自発的活動支援事業  実績値  - 有 有 

注:計画値・達成率はありません。 

 (3)相談支援事業 

障害者相談支援事業では、平成 24 年度には計画達成をし、25 年以降には計画+

１の５カ所で実施しています。  

事業名  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

障害者相談支援事業  
計画値  4 か所 4 か所 4 か所 

実績値  4 か所 5 か所 5 か所 

(4)成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度利用支援事業は実績がありません。 

事業名  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

成年後見制度利用支援事業  
計画値  １人 １人 １人 

実績値  無 無 無 

(5)成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業は実績がありません。 

事業名  平成24年度  平成25年度  平成26年度(見込み)  

成年後見制度法人後

見支援事業  

実績値  無 無 無 

注:計画値・達成率はありません。 
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(6)意思疎通支援事業 

手話通訳者派遣事業では、毎年３名の派遣を行っています。要約筆記者派遣事業で

は、毎年開催される福祉大会に派遣をしています。個人への派遣実績はありません。 

事業名  単位 平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

手話通訳者派遣事業  

計画値  人 20  20  20  

実績値  人 3 3 3 

達成率  % 15 15 15 

要約筆記者派遣事業 

計画値  人 7  7  7  

実績値  人 0  0  0  

達成率  % 0  0  0  

(7)日常生活用具給付事業 

日常生活用具給付事業は、比較的認知度が高いこともあり全体的に給付実績が高く

なっています。 

事業名  単位 平成 24 年度  平成 25 年度  
平成 26 年度(見込み) 

 

介護・訓練支援用具  

計画値  件 2  2  2  

実績値  件 4  3  1  

達成率  % 200  150  50  

自立生活支援用具  

計画値  件 3  3  3  

実績値  件 12  2  3  

達成率  % 400  66.7  100  

在宅療養等支援用具  

計画値  件 2  2  2  

実績値  件 4  1  1  

達成率  % 200  50  50  

情報・意思疎通支援用具  

計画値  件 7  7  7  

実績値  件 4  6  6  

達成率  % 57.1  85.7  85.7  

排泄管理支援用具  

計画値  件 426  426  426  

実績値  件 452  409  320  

達成率  %  106.1  96  75.1  

居宅生活動作補助用具  

計画値  件  2  2  2  

実績値  件  2  1  2  

達成率  %  100  50  100  
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(8)手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養成研修は、平成 25 年度から地域生活支援事業（必須事業）に変更に

なりました。実績はありません。  

事業名 
単

位 

平成 24 年

度  

平成 25 年

度  

平成 26 年度

(見込み)  

手話奉仕員養成研修事業  修実了績者値数  人 ー 0 0 

注:項目変更により、計画値・達成率はありません。  

(9)移動支援事業 

利用人数、利用時間ともに増加傾向にあります。 

事業名  単位  

利用人数  

単位  

利用時間  

平成 

24 年度  

平成 

25 年度  

平成 

26 年度  

平成 

24 年度  

平成 

25 年度  

平成 

26 年度

(見込み)  

移動支援

事業  

計画値  人 2  2  2  時間 18  18  18  

実績値  人 1  1  2  時間 15  12  25  

達成率  % 50  50  100  % 83.3  66.7  138.9  

 

(10)地域活動支援センター 

地域活動支援センターは、町内に１か所あり、あったかふれあいセンターと一体的

に取組んでいます。利用人数も、計画値の 30〜40%前後で推移しています。 

事業名  単位  

実施か所  

単位  

利用人数  

平 成  

24 年度  

平 成  

25 年度  

平 成  

26 年度  

平 成  

24 年度  

平 成  

25 年度  

平 成  

26 年度

(見込み)  

地域活動支

援センター  

計画値  か所 １ １  １  人 10  10  10  

実績値  か所 1  1  1 人 3  4  ４  

達成率  % 100  100  100  % 30  40  30  
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 (11)その他事業 

地域生活支援事業のうち、必須事業以外の事業を「その他事業」としてあげています。 

①訪問入浴サービス事業  

事業名  単位 
利用者数 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

訪問入浴サービス事業  

計画値  人 2  2  2  

実績値  人 1  1  1  

達成率  % 50  50  50  

②更生訓練費給付事業  

事業名  単位 
利用者数 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

更生訓練費給付事業 

計画値  人 -  -  -  

実績値  人 0  0  0  

達成率  % -  -  -  

③施設入所者就職支度金給付事業 

事業名  単位 
利用者数 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

施設入所者就職支度金

給付事業  

計画値  人 1  1  1  

実績値  人 0  0  0  

達成率  % 0  0  0  

④日中一時支援事業  

事業名  単位 
利用者数 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

日中一時支援事業  

計画値  人 3  3  3  

実績値  人 1  5  5  

達成率  % 33.3  166.7  166.7  

⑤生活支援事業（生活訓練等事業）  

事業名  単位 
利用者数 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度(見込み)  

生活訓練等事業 

計画値  人 20  20  20  

実績値  人 23  23  20  

達成率  % 115  115  100  
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⑥生活支援事業（福祉機器リサイクル事業）  

事業名  単位 
利用件数 

平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

福祉機器リサイクル

事業 

計画値  件 100  100  -  

実績値  件 67  61  -  

達成率  % 67  61  -  

注:平成 26 年度より廃止されました。 

⑦自動車運転免許取得・改造助成事業  

事業名  単位 

利用件数 

平成 24 年度  平成 25 年度  
平成 26 年度

(見込み)  

自動車運転免許取得・ 

改造助成事業 

計画値  人 4  4  4  

実績値  人 2  1  2  

達成率  % 50  25  50  
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5.障害児支援サービスの実績  

児童発達支援は、増加傾向にあります。医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

の利用はありません。  

保育所等訪問支援は、平成 25 年度以降実績があり増加傾向にあります。 

障害児相談支援は、平成 25 年度実積はありませんが、平成 26 年度には 5 人と増

加しています。 

サービス種別  
単

位  

利用人数 

単位  

利用日数 

平 成 

24 年度  

平 成 

25 年度  

平 成 

26 年度

(見込み)  

平 成 

24 年度  

平 成 

25 年度  

平 成 

26 年度

(見込み)  

児童発達支援 実績値  人  4  6  6  人日  7  7  13  

医療型児童発達支援  実績値  人  
 

0  0  人日  
 

0  0  

放課後等デイサービス 実績値  人  ０  ０  ０  人日  ０  ０  ０  

保育所等訪問支援  実績値  人  
 

2  3  人日  
 

2  3  

障害児相談支援  実績値  人  
 

０  5  

注:項目追加により、計画値・達成率はありません 
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6.アンケート調査の結果  

計画策定のために町内の在宅障害者に対しアンケート調査を実施しました。配布

は 347 人に対し 177人の回答（回収率 51％）があり、その集計結果を以下の通

りまとめました。 

(1)生活の状況 

①誰と生活していますか 

母という回答が最も多く 94 人（53.1％）、父親の 57 人、配偶者 50 人、兄

弟姉妹の 38人となっています。 

②主に身の回りの世話（介護）をする方は誰ですか 

これも母が最も多く 58人（32.8％）、配偶者が 25 人、父親 15 人、兄弟姉

妹 12 人といった順になっています。同居の親族と比べ人数が減るのは、４人に１

人が介護が不要と回答しているためです。少数ですが介護する人がいないという回

答が 9 人います。フォローが必要です。また、主介護者が 65 歳以上という回答

が 40 人（介護が必要な人 93 人の内 43％）となっており、今後介護者の高齢化

に対する対策が必要となります。 

③あなたの現在の収入は 

105 人（59.3％）が年金や手当などを主な収入としています。勤め先の給与

や賃金が30人（16.9％）、通所施設や作業所の工賃という回答が29人（16.4％）、

同居家族からの給与や援助の 18 人と続きます。 

 

(2)悩みや相談ごと  

①悩みや相談ごとはありますか  

自分の健康や治療のこと 60 人（33.9%）、生活費など経済的なことと特にな

いがそれぞれ 42 人、緊急時や災害のこと 30 人、外出や移動のことと仕事や就職

のことがそれぞれ 25 人と続いています。 

②相談相手は誰ですか  

相談相手は家族・親戚が最も多く 105人（59.3％）次いで友人知人の３９人

となっています。専門的な相談先としては、医療機関が 29 人（16.4％）障害者

相談支援事業所は 10 人（5.6％）となっていて、普段からの馴染み関係が相談の
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しやすさにつながっていると考えられます。今後は障害者相談支援事業所を相談先

として広報告知を進める必要があります。 

③成年後見制度について  

成年後見制度を知っている人は 28 人にとどまり、7 割以上の人が良くわかって

いません。その結果、６割を超える人が制度の活用について分からない、活用した

いと思わないと言う回答を寄せています。制度の広報告知が必要です。 

 

(3)平日の過ごし方  

①日中主にどのようにして過ごしていますか  

48 人（27.1％）の人が会社や自宅などで働いていると回答しています。何も

していない人の 41人が次に多い回答となっていますが、設問の中に作業所や通所

施設がなかったためでその他の回答 55 人の中にこれらの回答が含まれています。

また、四万十町らしい回答として自宅近辺の片付けや畑仕事などもあり、地域の中

でそれぞれの居場所を見つけ過ごしている姿が見受けられます。 

 

(4)サービスについて  

①サービスに関する情報はどこから入手していますか  

３人に１人が役場や町の広報紙で情報を得ていると回答しています。一方、どこ

で入手できるか分からないと言う回答が 11％あり対策が必要です。 

②サービスを利用する上で困っていることは  

回答者の 2割が、サービス提供や内容に関する情報が少ない、相談先が分から

ないと考えています。矢継ぎ早な制度の改正で、混乱があるようです。 

③サービスを利用していない理由 

サービスを利用していない人は、回答者のうち 93 人います。これらの人がサー

ビスを利用しない理由の１番に上げるのが，どんなサービスがあるのか分からない

と言う回答です。情報提供とワンストップの相談支援の仕組みなどが求められます。 
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(5)今後の暮らしについて 

①１〜３年後どこで暮らしたい？  

約半数の人が家族や親戚と暮らしたいと答えています。わからない（今のところ

考えていない）を加えると４人に１人となり、このことから今の暮らし方を継続し

たいという意向が見て取れます。 

②終の住処としてどこを希望？  

この回答も１〜３年後どこで暮らしたいかと同様の回答となっています。 

 

(6)今後の障害福祉に必要だと思うことは？ 

およそ 35％の人が「会社などに就職ができるように就職先を多くすること(も

っと就職ができやすくすること)」と回答しています、「障がいのある人等が自立

した日常生活や社会生活を営むことができるよう障がいのある人や、その家族等が

地域で行うさまざまな取り組みを地域や行政が支援すること」「今よりももっと作

業所など障がい施設などの工賃の水準を引き上げること」「地域住民等が障がいや

障がいのある人への理解を深めること」などがそれぞれ25％前後となっています。 

 

(7)保育園や幼稚園、学校に通っている方にとって必要な支援 

本人の回答としては、就学前から学校卒業までの一貫した支援の仕組みづくり、

身近な場所で療育支援が受けられること、地域住民の理解や支え合う仕組みづくり

がそれぞれ（16.7％）と多くなっています。一方家族から見たニーズは夏休みな

どの長期休暇中の支援と身近な場所で療育支援が受けられることが最も多くそれ

ぞれ 44.4％と半数近くの人が望んでいます。 
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7.ワークショップの結果  

 町内に住む障害当事者やご家族、支援者が集まり、自分たちの町がどんな町にな

ったら良いなという話し合いを行いました。 
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8.第 4 期障害福祉計画策定にあたっての課題  

(1)日常生活を支える福祉サービスの提供の確保 

障害者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けるために、障害者の日常生活を支

え、社会的な活動を支援することが求められています。障害福祉サービスの中でも

訪問系サービスにおいては、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」など、比

較的低位に留まっており、本来サービスを必要とする障害者のもとに、適切に届い

ているのか、その一人ひとりの状況を細かに見極め、潜在的なニーズを含めてすく

いあげることが必要です。  

また、障害児支援サービスも同様に、「児童発達支援」をはじめ、子どもの健や

かな育成と保護者の安心に寄与できる質の高いサービスの提供が求められています。  

なお、医療的なケアを必要とする重度の障害児・者の短期入所など、受け入れ可

能な施設が四万十町内にはないため、引き続き医療機関へのはたらきかけを行って

いく必要があります。 

  

(2)障害者の経済的自立を促し、尊厳の保持につながる就労支援の充実 

障害者が日々の生活を営み、親亡き後も安心して過ごせる生活を実現するために

は、日常生活を支える基盤としての経済的な自立が必要です。障害のある人の一人

ひとりの個性と能力を尊重し、職業を選択できるように支援することが求められて

います。  

福祉的就労から一般就労への移行を促進するために、サービス提供事業者の質的

向上を行い、就労支援で得た知識や技能を社会で発揮できるように、ハローワークや

高知障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなど関係機関と連携を図

り、一般企業への出口へとつなげていくことが重要となっています。  

そのためにも行政機関が率先して障害者雇用に努め、町内企業への理解促進の啓発

活動に取り組むことが必要です。 

 

(3)障害者が地域で暮らすための理解の促進  

障害者の日常生活や社会活動を支えるためには、周囲の理解と協力が欠かせませ

ん。 障害の特性に応じた対応の仕方など、家族をはじめ地域の方々に理解を深めて

もらえるように、共生社会の実現をめざした取り組みが必要です。  

 

(4)自立した生活を実現するための相談体制の質的向上  

平成 27年度以降、支給決定の前にサービス等利用計画の作成が必要となります。

今後は、利用者のニーズを丁寧に聞き取り、最も適切なサービス利用につなげること、

またモニタリングの体制を整えること等、相談支援体制の質的向上を図っていく必

要があります。 
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 (5)人材の確保・育成  

障害者の多様な状態やニーズを的確に判断し対応するためには、専門的な知識や

技能を持った人材の育成が欠かせません。サービス提供事業者の質的な向上を支え

るためにも、研修や研修情報の積極的な提供が求められます。また、多様な事業者

の参入を促し、適切な競争によるサービスの質的向上と利用者が満足できるサービ

ス環境の向上につなげられることも課題となっています。 

一方、介護人材の地域内での確保が困難な実態も聞かれます。今後は、町全体の移

住政策と連携し、専門的な有資格者などが移住をする際には住宅の斡旋などを優先的

に取扱うことなども検討し、人材確保に努めます。 

 

(6)精神障害者の地域生活への移行の促進  

平成 16年にまとめられた「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において「入院

医療から地域生活中心へ」という基本的な方策が示されました。国が示す障害福祉

計画の策定指針においても、退院可能精神障害者数の減少が都道府県の目標値とし

て定められており、今後、地域移行に向けての取り組みが一層進むことが予想され

ます。 

現段階では具体的な数値目標として計上することは困難ですが、PDCAマネジメ

ントサイクルの見直しの中で、適宜目標値の設定・計画への反映を進めていく必要

があります。  
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第３章 障害福祉サービス等の見込み量と確保のための方策  

1.平成 29 年度の目標設定  

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行   

【国の基本方針】  

 国においては、福祉施設から地域生活への移行促進の成果目標として、「平成 25

年度末時点の施設入所者の 12%以上を地域生活へ移行」すること、「平成 25 年度

末時点の施設入所者の 4%以上を削減」することが目標として設定されています。  

【町の目標人数】 

 本町では、平成 25年度末の施設入所者数が 54 人で、国の指針に合わせ、今後

12.0%に相当する６人を平成 29年度末までに地域生活へ移行することを目標人数

とします。  

 また、福祉施設の入所者数についても、国の指針に合わせ、平成 25 年度末と比較

して 4.0%の削減となる２人を削減目標人数とします。 

項目  実績または数値目標  削減率  

平成 25 年度末の施設入所者数  54 人  ― 

平成 29 年度末までの地域移行の目標人数  ６人  12.0%  

削減見込み者数  ２人  4.0%  

 

(2)障害者の地域生活の支援拠点の整備  

 障害者の地域生活を支援するために、多機能型拠点構想として地域生活支援拠点

の整備が国から示されています。居住支援機能と地域支援機能の面から、機能連携

に基づく面的な整備を含めて一体的な整備の検討を進めることとします。  
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(3)福祉施設から一般就労への移行  

【国の基本方針】  

 国においては、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、福祉施設 

から一般就労への移行者数を、平成 29 年度末には「平成 24年度実績の 2 倍」とす

ることが望ましいとしています。  

また、「就労移行支援事業の利用者を平成 25 年度末の利用者の 6割以上増加」す

ることを目標として設定しています。  

【本町の成果目標】 

 本町においては、平成 29 年度末の福祉施設利用者から一般就労に移行する人を、

国の基本方針に則り平成 24 年度実績の２人から、２倍にあたる４人として見込んで

います。  

 また、就労移行支援事業の利用者は、平成 29年度末で２人とし、平成 24 年度の

実績１人の２倍での目標人数として設定しています。 

項目  
実績または 

数値目標  

倍率  

(B)/(A)  

平成 24 年度の一般就労移行者数(A)  ２人  - 

平成 29 年度末の一般就労移行者数(B)  ４人  ２ 倍  

平成 24 年度の就労移行支援事業利用者数  １人  - 

平成 29 年度末の就労移行支援事業利用者数  ２人  ２ 倍  

就労継続支援(A型:雇用型)事業の利用者数  20 人  - 
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2.障害福祉サービスの見込量と確保のための方策  

 (1) 訪問系サービス  

【見込み量算出の考え方】  

訪問系サービスの見込み量については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動 援護、

それぞれのサービスごとに、平成23年度から平成25年度までの利用実績等 をもとに

利用人数を推計し、それらの必要なサービス量を「利用人数」「利用時間」 として算

出しました。  

サービス種別  
 

単位 平成 27 年度  平成28年度  平成 29年度  

居宅介護  
利用人数  人／月 19  17  17  

利用時間  時間 209  206  210  

重度訪問介護  
利用人数  人／月 2  3  3  

利用時間  時間 20  25  25  

同行援護  
利用人数  人／月 1  1  1  

利用時間  時間 4  4  4  

行動援護  
利用人数  人／月 2  3  4  

利用時間  時間 10  12  15  

重度障害者等 

包括支援  

利用人数  人／月 0  0  0  

利用時間  時間 0  0  0  

合 計  
利用人数  人／月 24  24  25  

利用時間  時間 243  247  254  

 

確保のための方策  

・障害種別に区別なく個々の障害支援区分に応じた訪問系サービスを提供できるよう、 

障害支援区分の適切な認定を行うとともに、体制の充実を図ります。  

・民間事業者の積極的な参入を促し、サービス供給体制の充実を図ります。  

・「重度障害者等包括支援」は、現在提供されていませんが、ニーズの動向を踏ま

え、サービス提供体制の整備を検討します。  

・同行援護のガイドヘルパーの育成など、サービスのさらなる質的向上を図るため、定

期的な研修や研修情報の提供を図ります。  
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(2)日中活動系サービス 

 日中活動系サービスの見込み量については、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活

訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B 型)それぞれのサービスごとに、平成 23

年度から 3か年の利用実績等を参考にに必要なサービス量を「利用人数」「利用日

数」として見込みました。 

 また短期入所についても、3 か年の利用実績等も参考にしながら、今後必要なサー

ビス量を見込みました。  

サービス種別  
 

単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

生活介護  
利用人数  人 76  76  76  

利用日数  人日 1657  1657  1657  

療養介護  利用人数  人 5  5  6  

短期入所  
利用人数  人 8  7  7  

利用日数  人日 59  52  52  

自立訓練 

(機能訓練)  

利用人数  人 0  1  0  

利用日数  人日 0  23  0  

自立訓練 

(生活訓練)  

利用人数  人 0  1  0 

利用日数  人日 0  15  0  

就労移行支援  
利用人数  人 0  1  1  

利用日数  人日 0  23  23  

就労継続支援 

(A 型)  

利用人数  人 20  21  19  

利用日数  人日 401  424  395  

就労継続支援 

(B 型)  

利用人数  人 75  75  75  

利用日数  人日 1,328  1,328  1,328  

 

確保のための方策  

・多様な主体の民間事業者の参入を促進し、サービス供給体制の充実を図ります。  

・利用者が住み慣れた地域で安心して生活や労働ができるように、各地域の状況を把

握し、サービスの向上に努めます。  

・公共機関においては、障害者の経済的自立を進める観点から、契約業務での優先発

注を行い、福祉的就労の充実を支援します。  

・医療的なケアを必要とする重度の障害児・者の医療型短期入所については、受け入

れ可能な施設が四万十町内にはないため、開設に向けて医療機関へのはたらきかけを

行っ ていきます。  
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 (3)居住系サービス 

 居住系サービスの見込み量については、共同生活援助(グループホーム)と共同生活

介護(ケアホーム)がグループホームとして一体的に整備されることになったため、 

平成 23 年度から平成 25 年度までの利用実績等を参考に、月間の利用人数を見込み

ました。  

サービス種別  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

共同生活援助 利用人数  人 48  50  51  

施設入所支援  利用人数  人 55  55  53  

 

確保のための方策  

・住み慣れた地域で暮らし続けられるように、グループホームのニーズを把握し、施

設整備を補助するなど支援の充実を図ります。  

・障害者施設におけるサービスの提供状況を把握し、利用者や家族への情報提供を行

います。  

 

(4)相談支援  

計画相談支援の利用者数については、障害福祉サービスを利用するすべての障害者

にサービス等利用計画が作成されることを前提に、新規の計画作成やモニタリングの

頻度等を勘案し、計画相談支援の利用人数を見込んでいます。  

サービス種別  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

計画相談支援  利用人数  人 15 15 15 

地域移行支援  利用人数  人 1 2 2 

地域定着支援  利用人数  人 1 2 0 

                                        注:見込量については検討中。  

確保のための方策  

・当事者や家族などが気軽に相談できるように、情報の発信や啓発に努めます。  

・すべての利用者に適切な「サービス等利用計画」が作成されるように、研修への参

加を促し、人材育成を支援します。  

・四万十町障害者自立支援協議会を活用し、相談支援専門員の連携を強化し、事業の

効率化や担い手の確保、相談員のスキルアップに努めます。  
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3.地域生活支援事業の見込み量と確保のための方策  

障害のある人が、障害福祉サービス等を利用しながら、一人ひとりが身近な地域で

自立した生活が送れるように、多様な支援を実施します。 

 (1)理解促進研修・啓発事業 

障害者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障害者の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化します。  

事業名  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

理解促進研修・啓発事業  実施の有無  有 有 有 

 

(2)自発的活動支援事業  

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者及びその

家族、地域住民等による地域における自発的な取組みを支援します。  

事業名  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

自発的活動支援事業  実施の有無  有 有 有 

 

(3)相談支援事業  

障害者相談支援事業は、四万十町障害者相談支援事業所の１か所での実施を継続し、

さらなる充実を図ります。  

事業名  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

障害者相談支援事業  箇所数  １か所  １か所  １か所  

 

(4)成年後見制度利用支援事業  

地域包括支援センター、社会福祉協議会と連携しながら、また相談支援事業の充実

と合わせて、広報・啓発に努めます。  

事業名  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

成年後見制度利用支援事業  実施の有無  有 有 有 

 

(5)成年後見制度法人後見支援事業 

社会福祉協議会と連携を密にしながら、事業を推進します。  

事業名  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

成年後見制度法人後見支援事業  実施の有無  有 有 有 
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(6)意思疎通支援事業  

手話通訳者・要約� 記者派遣事業は、社会福祉協議会などと連携し、広報に努め、

登録者の増員を図ります。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

手話通訳者派遣事業  利用人数  人 5  5 6  

要約筆記者派遣事業   設置人数  人 1  1  1  

 

(7)日常生活用具給付事業 

低所得者(町民税非課税)に対する利用者負担無しの施策を継続し、負担の軽減に努

めます。またストーマ装具は今後も増加傾向が見込まれることから、他の用具を含

め、福祉のしおりなどを通じて利用者への周知を図ります。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

介護・訓練支援用具  件数  件 5  4  4  

自立生活支援用具  件数  件 10  12  13  

在宅療養等支援用具  件数  件 4 3  3  

情報・意思疎通支援用具  件数  件 5  6  7  

排泄管理支援用具  件数  件 450  450  450  

居宅生活動作補助用具  件数  件 3  3  3  

合 計  件数  件 474  475  477  

 

 (8)手話奉仕員養成研修事業 

毎年、手話奉仕員養成講座を開催し、人材育成に努めます。  

事業名  単位  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

手話奉仕員養成研修事業  修了者数  人  5  5  5  

 

 (9)移動支援事業  

地域における障害者の自立した生活や社会参加のために、外出が困難な障害者に移

動のための適切な支援を行います。  

事業名  単位  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

移動支援事業  
利用人数  人  5  5  5  

利用時間  時間  ―  ―  ―  
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(10)地域活動支援センター  

障害者の創作的活動・生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進し、自立した

生活を支援するため、「あったかふれあいセンター事業」と一体的に地域活動支援セ

ンターの事業の拡大・充実に努めます。  

事業名   単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

地域活動支援センタ

ー基礎的事業 

箇所数  か所 1  1  1  

利用者数  人 10  12  15  

あったかふれあい 

センター事業 
箇所数  か所 3  3  3  
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(11)その他事業  

 

①訪問入浴サービス事業  

社会福祉協議会による事業を今後も継続して実施します。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

訪問入浴サービス事業  
箇所数  か所 2  2  2  

月平均利用者数  人 3  3  3 

 

②更生訓練費給付事業  

身体障害者更生援護施設等の入所者に、今後も継続実施します。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

更生訓練費給付事業  
箇所数  か所 -  -  -  

月平均利用者数  人 -  -  -  

 

③施設入所者就職支度金給付事業  

身体障害者更生援護施設等の入所者に、今後も継続実施します。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

施設入所者就職 

支度金給付事業  

箇所数  か所 2  2  2  

月平均利用者数  人 2  2  2  

 

④日中一時支援事業  

障害者の日中に活動する場を確保し、家族の就労支援やレスパイト等のために利用

できるよう、サービス提供事業者の育成と確保に努めます。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

日中一時支援事業  
箇所数  か所 6  6  7  

月平均利用者数  人 7  7  8  

 

⑤生活支援事業 (生活訓練等事業)  

視覚障害者用情報意思疎通支援用具の講習会や手芸教室などを継続実施します。生

活の質の向上を図るために、ニーズの把握に努めます。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

生活訓練等事業 
事業回数  回 3  3  3  

利用者延人数  人回 25  25  25  
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⑥自動車運転免許取得・改造助成事業  

今後も手帳交付時に配布している障害者福祉のしおりなどにより、運転免許取得や

改造助成などを進めます。  

事業名  単位  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

自動車運転免許取得・ 

改造助成事業 
利用者延人数  人  2  2  2  
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4.障害児支援サービスの見込み量と確保のための方策  

 (1)児童発達支援  

日常生活における基本的な動作の指導や集団生活の適応訓練等を行い、療育の機会

を提供します。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

児童発達支援  
利用者数  人 4  4  4  

延利用者数  人日 11  11  11  

 (2)医療型児童発達支援  

現在町内には該当施設がありませんが、引き続き、重症心身障害者・児の受け入れ

を高知県立療育福祉センターで行っていくとともに、他の事業所へもはたらきかけま

す。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

医療型児童発達支援  
利用者数  人 0  0  0  

延利用者数  人日 0  0  0  

 (3)放課後等デイサービス  

放課後や夏休み等の長期休暇に、生活能力向上のための訓練等を実施し、障害のあ

る児童の放課後等の居場所の確保を図ります。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

放課後等デイサービス  
利用者数  人 0  0  3  

延利用者数  人日 0  0  45  

 (4)保育所等訪問支援  

障害のある児童や保育所等の職員に対して、障害のある子どもが集団生活になじめ 

るように専門家が助言を行い、社会生活への適応を支援します。  

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

保育所等訪問支援  
利用者数  人 3  3  3  

延利利用用回者数数  人日 1  1  1  

 (5)障害児相談支援  

障害児通所支援サービスを利用する際の利用計画を作成後、定期的なモニタリング 

を実施し、適切なサービス確保を図ります。 

事業名  単位 平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

障害児相談支援  利用者数  人 2 3 3 
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